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隠岐の島町
①
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
強
調
月

　

間
に
つ
い
て

②
第
15
回
隠
岐
古
典
相
撲
大
会
へ
の

　

屋
台
出
店
の
募
集
に
つ
い
て

③
公
民
館
つ
な
G
O
！
ウ
ォ
ー
ク 

あ

　

じ
さ
い
ウ
ォ
ー
ク
の
開
催
に
つ
い
て

④
春
日
の
浦
ビ
ー
チ
フ
ェ
ス
タ
２
０

　

２
４
参
加
者
募
集
に
つ
い
て

⑤
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
活
動
参
加
者
募

　

集
に
つ
い
て

⑥
隠
岐
水
産
高
校
缶
詰
販
売
実
習
の

　

開
催
に
つ
い
て

⑦
夏
休
み
親
子
で
漢
字
検
定
に
チ
ャ

　

レ
ン
ジ
！
の
開
催
に
つ
い
て

⑧
肝
が
ん
撲
滅
運
動
市
民
公
開
講
座
の

　

開
催
に
つ
い
て

⑨
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
兼
高

　

齢
受
給
者
証
）
の
更
新
に
つ
い
て

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

強
調
月
間
に
つ
い
て

①
　
毎
年
７
月
は
、「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
」
強
調
月
間
で
す
。

　
「
第
74
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

（
〜
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直

り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
〜
）」
で

は
、
全
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち
の

更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯

罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で
安
心
な
明
る

い
地
域
社
会
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
全
国
的
な
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
こ
の
運
動
が
目
指
す
こ
と

①
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
安
全
で
安

　
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
明
る

　
い
地
域
社
会
を
築
く
こ
と
。

②
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
が
再
び
犯
罪

　
や
非
行
を
し
な
い
よ
う
に
、
そ
の
立

　
ち
直
り
を
支
え
る
こ
と
。

●
力
を
入
れ
て
取
り
組
む
こ
と

・
誰
も
が
抱
え
う
る
問
題
が
犯
罪
や
非
行

　
の
要
因
と
な
り
う
る
こ
と
や
、
人
は
変

　
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
寄
り
添

　
い
続
け
る
更
生
保
護
の
活
動
は
、
再
犯

　
を
防
止
し
て
立
ち
直
り
を
支
え
る
大
切

　
な
活
動
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
民

　
の
各
層
に
広
く
周
知
し
、
理
解
を
深
め

　
て
も
ら
う
た
め
の
取
組
。

・
犯
罪
や
非
行
の
防
止
や
、
犯
罪
や
非
行

　
を
し
た
人
の
立
ち
直
り
に
は
様
々
な
協

　
力
の
方
法
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
多
く

　
の
人
に
協
力
者
と
し
て
気
軽
に
参
加
し

　
て
も
ら
う
た
め
の
取
組
。

・
同
じ
地
域
社
会
の
一
員
で
あ
る
保
護
司
、

　
更
生
保
護
女
性
会
会
員
、B
B
S
会
員
、

　
協
力
雇
用
主
等
の
更
生
保
護
ボ
ラ
ン

　
テ
ィ
ア
の
活
動
に
対
す
る
支
援
の
充
実

　
を
図
る
ほ
か
、
積
極
的
な
広
報
等
に
よ

　
り
、
な
り
手
を
増
や
す
た
め
の
取
組
。

・
民
間
協
力
者
と
地
方
公
共
団
体
と
国
と

　
の
連
携
を
強
化
し
つ
つ
、
犯
罪
や
非
行

　
を
し
た
人
が
、
仕
事
、
住
居
、
教
育
、

　
保
健
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
関

　
し
必
要
な
支
援
を
受
け
や
す
く
す
る
た

　
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る
取
組
。

・
犯
罪
や
非
行
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
こ

　
ど
も
や
若
者
の
健
や
か
な
成
長
を
期
す

　
る
取
組
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
役
場
総
務
課
行
政
係

　
電
話　
２‐

２
１
１
１

第
15
回
隠
岐
古
典
相
撲
大

会
へ
の
屋
台
出
店
の
募
集

に
つ
い
て

②
　
９
月
に
開
催
さ
れ
る
隠
岐
古
典
相
撲

大
会
へ
の
屋
台
出
店
に
つ
い
て
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

●
出
店
日
時

　
９
月
14
日　
午
後
３
時
〜
15
日
正
午

　
（
予
定
）

●
場
所

　
役
場
庁
舎
西
側
広
場

●
出
店
料

　
無
料

●
応
募
方
法

　
出
店
申
込
書
及
び
関
係
書
類
（
様
式

　
１
号
〜
３
号
）
を
提
出

●
応
募
期
間

　
７
月
１
日
（
月
）
〜
19
日
（
金
）　

　
午
後
５
時
ま
で

●
そ
の
他

　
募
集
チ
ラ
シ
・
露
店
等
出
店
規
則
及

　
び
出
店
申
込
書
等
は
、
隠
岐
の
島
町

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、
総
務
課

　
で
も
配
布
し
ま
す
。

◆
応
募
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
古
典
相
撲
大
会
実
行
委
員
会
事

　
務
局(

役
場
総
務
課
内)

　
電
話
２‐

２
１
１
１

⑩
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
等
認
定

　

証
の
有
効
期
限
に
つ
い
て

⑪
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
更

　

新
に
つ
い
て

⑫
映
画
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
募

　

集
に
つ
い
て

【
別
冊
】

⑬
令
和
６
年
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク

　

チ
ン
接
種
に
つ
い
て

⑭
七
類
港
夏
季
駐
車
場
の
お
知
ら
せ



対所
￥

申
締

問時 内=日時 =場所 =対象・定員 =申し込み =内容 =問い合わせ
=締め切り=費用・参加費 出=出演・講師・指導 他=その他持=持ち物

記号の
 説 明

ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
活
動
参

加
者
募
集
に
つ
い
て

⑤
　
隠
岐
高
等
学
校
で
は
、
生
徒
と
地
域

の
方
が
共
に
海
洋
ご
み
に
つ
い
て
学
び

な
が
ら
、
海
岸
清
掃
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　
今
年
は
土
曜
日
に
行
い
、
一
般
の
方

も
参
加
し
や
す
く
し
ま
し
た
。

　
ゴ
ミ
拾
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他

の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
も
企
画
し
て
い
ま

す
の
で
、
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
、Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

●
日
時

　
７
月
13
日
（
土
）
午
前
９
時
〜
11
時
30
分

　
（
清
掃
は
10
時
30
分
ま
で
）

●
場
所

　
隠
岐
の
島
町
油
井
地
区

●
内
容

　
９
時　
集
合
・
海
洋
ご
み
説
明

　
９
時
20
分　
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン

　
10
時
30
分 

自
由
時
間
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

　
※

自
由
参
加

　
11
時
30
分　
解
散

●
持
ち
物　

　
帽
子
・
タ
オ
ル
・
飲
み
物
・（
着
替
え
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
高
等
学
校
（
高
橋
）

　
電
話　
２‐
１
１
８
１

隠
岐
水
産
高
校
缶
詰
販
売

実
習
の
開
催
に
つ
い
て

⑥
　
左
記
の
と
お
り
缶
詰
販
売
実
習
を
行

い
ま
す
。

●
販
売
日
時

　
７
月
６
日
（
土
）
午
前
10
時
〜
12
時

●
販
売
会
場

　
サ
ン
テ
ラ
ス　
１
階

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
水
産
高
校　
関
口　

　
電
話　
２‐

１
５
２
６

春
日
の
浦
ビ
ー
チ
フ
ェ
ス

タ
２
０
２
４
参
加
者
募
集

に
つ
い
て

④
　
布
施
地
区
に
あ
る
自
然
・
物
・
人
と

の
交
流
を
楽
し
む
企
画
で
す
。
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時

　
７
月
13
日
（
土
）
午
前
９
時
〜

※

午
前
８
時
30
分
〜
８
時
50
分

　
布
施
公
民
館
よ
り
送
迎
あ
り

※

天
候
不
良
時
中
止

●
場
所

　
春
日
の
浦
（
布
施
地
区
）

●
内
容

　
布
施
の
自
然
を
再
発
見
♪

・
ハ
マ
ナ
ス
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
「
ハ
マ
ナ
ス
学
習
」「
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
」

・
海
の
食
材
ゲ
ッ
ト

・
調
理
、
お
楽
し
み
B
B
Q

●
募
集
人
数　
25
人

●
参
加
費　
一
人
３
０
０
円

●
持
ち
物　
軍
手
、
帽
子
、
タ
オ
ル
、

マ
リ
ン
シ
ュ
ー
ズ

※

ぬ
れ
て
も
良
い
恰
好

※

ご
み
拾
い
時
は
運
動
靴
推
奨

●
主
催　
布
施
体
験
ク
ラ
ブ

●
共
催

　

(

一
社)

隠
岐
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
機

　
構
・
布
施
支
所
・
布
施
公
民
館

◆
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
布
施
公
民
館

　
電
話　
７‐

４
３
１
４

公
民
館
つ
な
G
O
！
ウ
ォ
ー

ク　

あ
じ
さ
い
ウ
ォ
ー
ク
の

開
催
に
つ
い
て

③
　
左
記
の
と
お
り
、
あ
じ
さ
い
ウ
ォ
ー

ク
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時

　
７
月
７
日
（
日
）

　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
頃

※

午
前
９
時
15
分
か
ら
受
付
開
始

●
場
所

　
卯
敷
集
会
所
前
（
布
施
地
区
）

●
内
容

　
卯
敷
川
沿
い
の
あ
じ
さ
い
や
海
岸
沿

　
い
の
風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
ゆ
っ
た

　
り
歩
き
ま
す
。（
約
３
・
５
ｋ
ｍ
）

●
そ
の
他

・
飲
み
物
、
帽
子
、
タ
オ
ル
等
は
各
自

　
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
員
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　
指
導
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
参
加
料
無
料
で
、
事
前
の
申
込
み
は

　
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

・
雨
天
に
よ
る
中
止
の
場
合
は
、
町
内

　
放
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
布
施
公
民
館　

　
電
話　
７‐

４
３
１
４

＊
こ
の
講
座
は
、
健
康

づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
対
象

事
業
（
２
ポ
イ
ン
ト
）

で
す
。

夏
休
み
親
子
で
漢
字
検
定

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
の
開
催

に
つ
い
て

⑦
　
布
施
公
民
館
で
は
漢
字
検
定
の
受
験

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
検
定
日

　
８
月
21
日
（
水
）
午
後
７
時
〜

●
検
定
会
場

　
布
施
公
民
館

●
申
込
締
切

　
７
月
19
日
（
金
）　
午
後
５
時
ま
で

●
内
容

　
家
族
と
頑
張
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た

　
ち
の
や
る
気
も
ア
ッ
プ
！
夏
休
み
の

　
最
後
に
挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
中

　
高
生
、
大
人
の
方
も
大
歓
迎
で
す
。

◆
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
布
施
公
民
館 

　
電
話　
７‐

４
３
１
４　

お
申
込
み
は
こ
ち
ら
↓
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記号の
 説 明

肝
が
ん
撲
滅
運
動
市
民
公
開

講
座
の
開
催
に
つ
い
て

⑧
　
７
月
28
日
は
、
世
界
肝
炎
デ
ー
で
す
。

肝
炎
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
の
普

及
、
感
染
予
防
の
重
要
性
に
つ
い
て
認

識
を
高
め
る
た
め
に
、
毎
年
７
月
の
第

４
週
を
「
肝
臓
週
間
」
と
定
め
て
い
ま

す
。
今
年
度
は
隠
岐
の
島
町
で
市
民
公

開
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
是
非
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

【
司
会
】

　
宇
野
内
科
医
院

　
院
長　
宇
野
吾
一　
先
生

【
講
演
１
】

　
「
隠
岐
地
域
の
健
康
指
標
に
つ
い
て

　
〜
健
康
寿
命
延
伸
に
向
け
て
〜
」

　
隠
岐
保
健
所

　
所
長　
岡
達
郎　
先
生

【
講
演
２
】

　
「
肝
臓
の
病
気
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
と
島
根
県

　
の
肝
が
ん
の
現
状
に
つ
い
て
」

　
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院

　
肝
臓
内
科
診
療
科
長

　
肝
疾
患
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー
長

　
飛
田
博
史　
先
生

●
日
時

　
８
月
３
日
（
土
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時　

●
会
場

　
役
場
１
階
町
民
ホ
ー
ル

　
午
後
１
時　
開
場

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
方
法

①
電
話
・
役
場
窓
口

　
役
場
保
健
福
祉
課
健
康
係

　
（
電
話
２‐

８
５
６
２
）

②
ネ
ッ
ト
予
約

　
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り
、
し
ま
ね

　
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
（
隠
岐
の
島
町
）

　
へ
入
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
込
締
切　

　
７
月
25
日
（
木
）

※

当
日
参
加
も
可
能
で
す
が
資
料
準
備

　
の
都
合
上
、
事
前
の
申
込
に
ご
協
力

　
く
だ
さ
い
。

●
主
催

　
日
本
肝
臓
学
会
肝
が
ん
撲
滅
運
動

●
共
催

　
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院

　
（
島
根
県
肝
疾
患
診
療
連
携
拠
点
病
院
）

●
後
援

　
島
根
県
・
隠
岐
保
健
所
・
島
後
医
師

　
会
・
隠
岐
の
島
町

●
事
務
局

　
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院

　
肝
疾
患
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー

　
電
話　
０
８
５
３‐

２
０‐

２
７
２
１

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
保
健
福
祉
課
健
康
係

　
電
話　
２‐

８
５
６
２

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
の
更
新
に
つ
い
て

⑪■
被
保
険
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

　
現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
６
年

７
月
31
日
（
水
）
ま
で
で
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
（
淡
黄
色
）
は
、

７
月
８
日
以
降
に
郵
送
で
お
届
け
し
ま

す
。

■
保
険
料
に
滞
納
が
あ
る
方
に
つ
い
て

　
現
在
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

滞
納
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
被
保
険

者
証
を
送
付
い
た
し
ま
せ
ん
。
役
場
町

民
課
国
保
年
金
係
、
ま
た
は
、
各
支
所
・

出
張
所
に
来
庁
の
う
え
更
新
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
課
国
保
年
金
係

　
電
話　
２‐

８
５
６
０

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
の
更

新
に
つ
い
て

⑨■
被
保
険
者
証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）

の
更
新
に
つ
い
て

　
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
の
有
効

期
限
は
、
令
和
６
年
７
月
31
日
（
水
）

ま
で
で
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
（
兼
高
齢
受
給

者
証
）
は
、
７
月
17
日
以
降
に
郵
送
で

お
届
け
し
ま
す
。

※

70
歳
か
ら
74
歳
の
方
に
は
負
担
割
合

が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
国
保
税
に
滞
納
が
あ
る
方
に
つ
い
て

　
現
在
、
国
保
税
に
１
年
以
上
前
の
滞

納
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者

証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
を
送
付
い
た

し
ま
せ
ん
。
役
場
町
民
課
国
保
年
金
係
、

ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
に
ご
来
庁
の

う
え
更
新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
課
国
保
年
金
係

　
電
話　
２‐

８
５
６
０

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

等
認
定
証
の
有
効
期
限
に
つ

い
て

⑩
　
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
等
認
定

証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
６
年
７
月
31

日(

水)

ま
で
で
す
。

　
８
月
１
日
以
降
も
必
要
な
方
は
、
７

月
16
日
以
降
に
役
場
町
民
課
国
保
年
金

係
、
ま
た
は
、
各
支
所
・
出
張
所
に
被

保
険
者
証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
と
本

人
確
認
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
役
場
町
民
課
国
保
年
金
係

　
電
話　
２‐

８
５
６
０
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記号の
 説 明

映画ボランティアスタッフの募集について⑫

隠岐の島町を舞台に”聴者”と”ろう者（耳が聴こえない）”の役者が、切磋琢磨し一緒に作品を作り上げ

るというチャレンジ精神に溢れた映画撮影が下記の期間で行われます。

つきましては、映画の撮影に興味がある、ひと夏の想い出をつくりたい、がんばっている人を応援したい、

理由はなんでもかまいません。

一緒に作品づくりに関わっていただける、ボランティアスタッフを募集します。

お問い合わせ先：隠岐の島町役場　商工観光課　観光振興係　電話：08512-2-8575

申込方法：下記申込書を「隠岐の島町役場商工観光課」へ提出

MAIL：kankou@town.okinoshima.shimane.jp

申込期限：令和 6年 7月 4日（木）

Google フォームにても回答可能　　→

紹介ムービー紹介ムービー

【映画ボランティアスタッフ申込書】
商工観光課行き（FAX：08512-2-3302）

ふりがな 性　別 年　齢

氏　名

住　所
〒　　　ー
隠岐の島町

1.ボランティア内容については、説明会にておこないます。
2.説明会日程：令和6年7月8日（月）　19：00～　隠岐の島町役場　1階町民ホール

3.ボランティア内容は、エキストラ（小学生3年生～）、車両貸出、炊き出しのお手伝い等

連絡先



⑬令和６年度の新型コロナワクチン接種について
　令和６年度（令和６年４月１日以降）の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の位置づけが特例臨
時接種から、定期接種（季節性インフルエンザと同様のB類疾病）に変更されました。
　昨年度までと本年度の接種概要の比較については、次の通りです。（令和６年６月 27日現在）

■令和６年度の接種日程・医療機関・予約方法等の詳細
　現在調整中です。9月頃、お知らせ便・町ホームページでお知らせする予定です。

【お問い合わせ先】隠岐の島町役場保健福祉課　08512-2-8562

◆◆コロナワクチン接種希望調査にご協力をお願いします◆◆
■令和６年度の新型コロナワクチン接種の接種希望数を把握するため、調査を実施します。
　接種希望数により、各医療機関では、接種日程・ワクチン発注等の準備を行います。
　接種を希望される方は、しまね電子申請サービス【隠岐の島町】（下記二次元コード）の入力画面へ
入力をお願いします。町ホームページからも入力が可能です。
　スマートフォンやパソコンからの入力ができない方は、役場保健福祉課
へ電話でお申し出ください。

　入力項目：名前、生年月日、接種希望医療機関
　調査対象：定期接種及び任意接種をご希望の方
　調査期間：６月 27日（木）～７月 1８日（木）
　接種期間：令和６年秋冬
　※提供いただいた個人情報は、この調査に関する事務のみに利用し第三者には提供しません。

お知らせ便３９４号　別冊（令和６年６月２７日発行）

接種の分類

対象者

接種回数

費用

接種の努力義務

使用するワクチン

予防接種証明書

健康被害救済制度

令和６年３月３１日まで 令和６年度（令和６年４月１日）以降

特例臨時接種 B類疾病の定期接種

生後６カ月以上の方

１．接種日時点、65歳以上の方
２．接種日時点、60 歳以上 6５歳未満で、心臓、腎臓
又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に
制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイ
ルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程
度の障害を有する方

初回　２回
追加　３回～７回

無料

時期は秋冬で年に１回（詳細な接種時期は未定です。）
※接種期間外に接種した場合は、任意接種で全額自己負担

自己負担あり（負担額は 2,000 円程度の見込み）
※上記対象者以外の方は、任意接種で全額自己負担

あり（一部の対象者のみ） なし

・ファイザー社製
・モデルナ社製
・第一三共社製　等

未定

なし　　※令和５年度接種分までは発行可
　　　　　接種証明書アプリ・コンビニ交付は廃止あり

予防接種法に基づき、A類・
臨時接種の枠組みで実施

・定期接種分は、予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施
・任意接種分は、PMDA法に基づき、PMDA（※）が実施

（※）PMDA：医薬品副作用被害救済制度



⑭


